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規則 3条 5 項 
は法第 28 条に基づく措置 
                                  法 28 条 2 項、規則 3 条 4 項 

 
        
 
 
 
 
 

 法 30 条 5 項 

いじめ発生の認知又は申し立て 

初期対応 

いじめ防止等対策委員会 

重大事態か
どうか不明 

重 大 事 態
ではない 

重 大 事 態
である 

県教育委員会
への発生報告 

学校単独での
調査 

県教委･保護者
等への調査結
果報告・事態へ
の対処及び再
発防止への取
組 

県教育委員会への
連絡･相談 

事 態 判 断
の た め の
県 教 委 に
よる助言 

学 校 に お
ける確認･
重 大 事 態
の 適 否 の
判断 

重大事態で

はない 

重大事態で

ある 

県教育委員会
への発生報告 知事報告 

調査委員会の
設置 

県教育委員
会より必要
な指導･支
援及び専門
家を派遣 

学 校 県教育委員

・保護者へ情報を 
 適切に提供 
 
・調査結果の報告 

 

知事報告 

 

学校及び県教委による
当該事態への対処及び
再発防止への取組 

 

＝ 


